
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月改定 

川西市立川西小学校ＰＴＡ 
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川西小学校ＰＴＡ選出規定 

第１章 方針 

第１条 この会の役員の選出は、この規定により行う。 

 

第２章 総務役員選出 

第２条 総務役員の選出は、選出管理委員会が任に当たり２月中旬までに終わる。作

業は次の手順で行う。 

（１） 選出管理委員会をつくる。選出管理委員会は総務役員・活動班長・

教頭で組織される。 

（２） 告示後、選出当日までに立候補を受け付ける。 

（３） 自己申告制度を設ける。役員を引き受けられない会員は、その旨を

所定の書面にて申し出る。その際、理由は問われない。自己申告し

た会員は、選出対象者から除外する。有効期間は 1 年とする。（１

年ごとに申告が必要） 

（４） 選出対象者は、自己申告受付期間内に川西小学校ＰＴＡに加入して

いる保護者に限定する。 

（５） 選出対象者のうち、選出日当日及び互選会当日に欠席された方は、

選出管理委員に委任したとみなす。 

（６） 立候補者が該当数を超える場合は互選、立候補者が該当数に満たな

い場合は選出対象者の中から抽選で選出する。あらかじめ自己申告

している会員は、この抽選の対象とはならない。役員数は、年度に

より柔軟に対応する。 

（７） 選出された者で、役職を互選で決定する。同時に次点５名を決定す

る。（次点は活動班長を兼任できる。）選出管理委員会はこれを会員

に報告する。 

（８） 教職員の書記・会計・各部部長の選出は学校に一任する。 

（９） 上記以外の事例が生じた場合は選出管理委員会に委ねる。 

 

第３章 活動班長選出 

第３条 活動班長の選出は、選出管理委員会が任に当たり、次の手順で行う。 
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（１） 総務役員の選出後に行う。 

（２） 選出管理委員会をつくる。選出管理委員会は新旧総務役員と教頭で

組織される。 

（３） 自己申告制度を設ける。役員を引き受けられない会員は、その旨を

所定の書面にて申し出る。その際、理由は問われない。自己申告し

た会員は、選出対象者から除外する。有効期間は 1 年とする。（１

年ごとに申告が必要） 

（４） 選出対象者は、自己申告受付期間内に川西小学校ＰＴＡに加入して

いる保護者に限定する。 

（５） 選出対象者のうち、選出日当日及び互選会当日に欠席された方は、

選出管理委員に委任したとみなす。 

（６） 選出する活動班長及び次点の人数は、毎年の募集要項に順ずる。 

（７） 立候補者が該当数を超える場合は互選、立候補者が該当数に満たな

い場合には、選出対象者の中から抽選で選出する。あらかじめ自己

申告している会員は、この抽選の対象とはならない。役員数は、年

度により柔軟に対応する。 

（８） 選出結果は１年間保管し、欠員が生じた場合は次点者が順次繰り上

がり、前任者の任に当たる。 

（９） 活動班長は、互選により各担当を決める。 

 

第４章 役員の任期と再選 

第４条 各役職の任期・再選については次のように定める。 

（１） 会長・副会長・書記・会計・各部長の任期は１年。再任は妨げない。 

（２） 協力委員は協力先により任期を定める（体育・育成は２年。補導・

Ｐ連は 1年）。再任は妨げない。 

（３） 活動班長の任期は 1年とする。再任は妨げない。 

 

付 則 

1. 本規定は、運営委員会の議決により改廃することができる。 

2. 選出日は、選出対象者全員出席を原則とする。欠席者は、選出結果を承諾した
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とみなす。 

3. 本規定の細則は、別に定める。 

4. 本規定は、改正が承認された日より施行する。 

 

備 考 

1. 平成１８年度運営委員会で改正が承認された本規定は、平成１９年４月１日よ

り施行する（平成１８年の臨時総会にて、諸規定の見直し・改正が検討された）。 

2. 平成１９年度運営委員会で改正が承認された本規定 第３条（３）は、平成１

９年１１月 8日より施行する。 

3. 平成２０年度ＰＴＡ総会で承認された本規定 第３条（２）は、平成２０年度

５月２２日より施行する。 

4. 平成２０年度運営委員会で改正が承認された本規定 第２条（２）（８）（９）

（１０）、第４条（５）、第 5 条（１）（２）は平成２０年度１２月１１日、第

３条（３）は平成２１年１月１５日、第２条（６）、第４条（４）は平成２１

年３月６日より施行する。 

5. 平成２３年度運営委員会で改正が承認された本規定 第２条（７）（８）（１０）、

第４条（５）、第５条（１）は平成２４年３月８日より施行する。 

6. 平成２５年度運営委員会で改正が承認された本規定 第２条（７）は平成２５

年１０月３０日より施行する。 

7. 平成２７年度運営委員会で改正が承認された本規定 第５条（４）は平成２８

年３月６日より施行する。 

8. 平成３０年度運営委員会で変更が承認された本規定 第２条（８）は平成３１

年２月１日より施行する。 

9. 令和元年度運営委員会で変更が承認された本規約 第２条（８）（１０）、第３

条、第４条、第５条（１）は令和２年２月３日より施行する。 

10. 令和３年度運営委員会で変更が承認された本規定 第２条、第３条、第４条は

令和３年１１月１日より施行する。 

11. 令和３年度運営委員会で変更が承認された本規定 第２条（３）（６）、第３条

（３）（７）は令和４年５月１0日より施行する。 
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川西小学校ＰＴＡ選出規定 細則 

 

1. 特別な事例が生じた場合は、運営委員会に委ねる。 

 

備 考 

1. 平成１８年度運営委員会で改正が承認された細則は、平成１９年４月１日より

施行する（平成１８年の臨時総会にて、諸規定の見直し・改正が検討された）。 

2. 平成２０年度運営委員会で改正が承認された細則１（１）（２）は平成２０年

１２月１１日より施行する。 

3. 平成３０年度運営委員会で改正が承認された細則１（２）は平成３０年９月２

８日より施行する。 

4. 令和元年度運営委員会で改正が承認された細則１（２）は令和元年７月１５日

より施行する。 

5. 令和３年度運営委員会で改正が承認された細則１（１）（２）は令和３年１１

月１日より施行する。 

6. 令和 3年度運営委員会で改正が承認された細則１（１）（２）は令和４年５月

１０日より施行する。 

7. 令和５年度運営委員会で改正が承認された細則１は令和５年５月１２日より

施行する。 

 

 



 

川西小学校ＰＴＡ慶弔内規 

 

第１条 名称と組織 

この会は、ＰＴＡ役員及び会員で組織する。 

 

第２条 慶弔 

次の場合、その定める金額を送ることにより、会員の意を表す。 

（１）保護者、教職員死亡の場合 

香料 ５，０００円 

（２）児童死亡の場合 

香料 １０，０００円 

     （３）その他の慶弔・見舞などの特別な場合は、ＰＴＡ総務と学校側の協議

により決定する。 

 

備 考 

１．平成１６年度総会で改正が承認された本内規 第２条（１）（２）は、平成１

６年５月２６日より施行する。 

 

２．令和３年度運営委員会で改正が承認された本内規 第２条（１）は令和４年３

月９日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


